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自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○

自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
危
険
運
転
致
死
傷
）

（
危
険
運
転
致
死
傷
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ

第
二
条

次
に
掲
げ
る
行
為
を
行
い
、
よ
っ
て
、
人
を
負
傷
さ
せ

た
者
は
十
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は

た
者
は
十
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
者
は

一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

一
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

四

人
又
は
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動

四

人
又
は
車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動

車
の
直
前
に
進
入
し
、
そ
の
他
通
行
中
の
人
又
は
車
に
著
し

車
の
直
前
に
進
入
し
、
そ
の
他
通
行
中
の
人
又
は
車
に
著
し

く
接
近
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速

く
接
近
し
、
か
つ
、
重
大
な
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
速

度
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

度
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

五

車
の
通
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
車
（
重
大
な

（
新
設
）

交
通
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
速
度
で
走
行
中
の
も
の

に
限
る
。
）
の
前
方
で
停
止
し
、
そ
の
他
こ
れ
に
著
し
く
接

近
す
る
こ
と
と
な
る
方
法
で
自
動
車
を
運
転
す
る
行
為

六

高
速
自
動
車
国
道
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二

（
新
設
）

年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
を

い
う
。
）
又
は
自
動
車
専
用
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動

車
専
用
道
路
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
自
動
車
の
通
行
を
妨

害
す
る
目
的
で
、
走
行
中
の
自
動
車
の
前
方
で
停
止
し
、
そ

の
他
こ
れ
に
著
し
く
接
近
す
る
こ
と
と
な
る
方
法
で
自
動
車

を
運
転
す
る
こ
と
に
よ
り
、
走
行
中
の
自
動
車
に
停
止
又
は

徐
行
（
自
動
車
が
直
ち
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な



－2－

速
度
で
進
行
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
さ
せ
る
行
為

七
・
八

（
略
）

五
・
六

（
同
上
）


	　○　自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成二十五年法律第八十六号）

